
【ラストチェック問題集の解答・解説の補足と訂正】 

教育法規  

４０. 解答 １  

（問題が「空所に入らないものを選べ」より） 

 

教育時事 以下が正しい内容となります。 

１０２．解答 ３ 

１０３．解答 （１）ア：Ｅ イ：Ａ ウ：Ｋ （２）Ｂ・

Ｈ 【解説】（２）Ａ・Ｃ・Ｅは「学校の業務だが，必ずし

も教師が行う必要のない業務」で，Ｄ・Ｆ・Ｇ・Ｉ・Ｊは

「教師の業務だが，負担軽減が可能な業務」である。なお，

「基本的には学校以外が行うべき業務」としては，「放課後

から夜間などにおける見回り，児童生徒が補導された時の

対応」や「学校徴収金の徴収・管理」が示されている。 

 

【テキスト教育法規 訂正】 

P163 教育公務員特例法第２１条の条文に誤りがあ

りましたので訂正いたします。 

 

２「教育公務員の任命権者は・・・」→「教育公務員

の研修実施者は・・・」 

 

【テキスト教育法規 演習問題の解答・解説】 

１ 解答 １ 

【解説】日本国憲法第１３条第１項は基本的人権の

総則的な規定のひとつである。個人主義採用と国民

に幸福追求権がある旨を規定する。日本国憲法第２

５条第１項は社会権のひとつである生存権の規定で

ある。日本国憲法第２６条第１項は社会権のひとつ

である教育をうける権利の規定である。日本国憲法

２７条は社会権のひとつである勤労の権利の規定で

ある。この３項は児童の酷使を禁止する条文である。 

 

２ 解答 １ 

【解説】教育基本法２条を参照。１：「高度な知識と

高い教養」，「学問の自由を尊重する態度」が誤りであ

る。それぞれ「幅広い知識と教養」「真理を求める態

度」が正しい。学校教育法２１条との関連についても

押さえておこう。 

 

３ 解答 １ 

【解説】教育基本法第５条第２項は義務教育の目的

を規定するが，これを受けて学校教育法第２１条は

義務教育の目標を規定する。この学校教育法第２１

条と教育の目標を定める教育基本法はよく似たこと

を規定しているので，その違いをしっかり把握して

おかなければならない。なお，この学校教育法第２１

条は，同第３０条第１項により小学校の目標に，また

同第４６条により中学校の目標になっている。 

 

４ 解答 ５ 

【解説】１：設置者管理主義の原則に基づき，学校の

物的・人的管理を行う。２：感染症予防に基づく出席

停止は校長の権限である（学校保健安全法２０条）。

臨時休業は学校の設置者の判断に基づく。３：学校の

教育計画を立案するのは，各学校である。４：私立学

校は，「法律に定める法人」が設置者である。５：公

立学校ではその学校を設置した自治体の教育委員会

が定める（学校教育法施行令２９条を参照）。 

 

５ 解答 ３ 

【解説】授業時数等については，「どこに書いてある

か」も含めて確認しておこう。１：学校教育法施行規

則で規定している。校長の権限である。２：１単位時

間を常例としていたのは平成元年の指導要領までで

ある。現在は，各学校において「適切に定める」こと

が指導要領に規定されている。３：正しい。４：指導

要領ではなく，学校教育法施行規則別表で規定して

いる。ただし，指導要領で，教科の内容について授業

時間配当の具体的な時間数を規定している教科もあ

る。５：「原則となった」が誤りである。学校行事と

併せて実施できることが示された。 

 

６ 解答 ５ 

【解説】１：適切でない。職員の出勤簿も学校におい

て備えなければならない表簿のひとつになっている。



学校教育法施行規則第２８条第３号。２：適切でない。

指導要録の学籍の記録の保存期間は２０年間になっ

ている。学校教育法施行規則第２８条第２項。３：適

切でない。小学校において児童が転学した場合は，そ

の作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し，

その写しを転学先の校長に送付しなければならない。

原本を送付するのではないという点が重要である。

学校教育法施行規則第２４条第３項。４：適切でない。

校長に出席簿の作成義務がある。学校教育法施行規

則第２５条。５：適切である。健康診断票の場合は指

導要録と異なり原本を転学先の校長に送付する点に

注意が必要である。学校保健安全法施行規則第８条

第３項。 

 

７ 解答 ３ 

【解説】１：学校で行う健康診断の項目は学校保健安

全法施行規則で定められている。２：感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律では，結

核予防法に規定されていた「結核」を第２類感染症に

位置づけたが，学校保健安全法施行規則では以前よ

り第２種感染症として規定されている。３：正しい。

学校保健安全法６条を参照。新しい規定である。４：

インフルエンザによる出席停止の期間は，発症５日

かつ 解熱後２日を経過するまでである。５：学校

医・学校歯科医・学校薬剤師のうち，学校歯科医と学

校薬剤師は大学以外の学校に「置くものとする」職員

として規定されている。 

 

８ 解答 １ 

【解説】１：改正前の教育基本法の記述である。正し

くは「教育は，不当な支配に服することなく，この法

律及び他の法律の定めるところにより行われるべき

ものであり，教育行政は，国と地方公共団体との適切

な役割分担及び相互の協力の下，公正かつ適正に行

われなければならない。」である（教育基本法第１６

条第１項）。 

 

９ 解答 ２ 

【解説】１：教育委員会を代表するのは教育長である。

教育委員長は廃止された。３：教育委員の任命は地方

公共団体の長が議会の同意を得て行う。４：教育長の

任期は３年である。５：総合教育会議の招集も地方公

共団体の長である。 

 

１０ 解答 ３ 

【解説】教師の行為が児童生徒の身体に対する侵害

を内容とするものや肉体的苦痛を与えるものは体罰

に該当する（文部科学省平成２５年通知「体罰の禁止

及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」別

紙「学校教育法第１１条に規定する児童生徒の懲戒・

体罰等に関する参考事例」参照）。 

Ａ：体罰に該当しない。通常生徒への身体に対する侵

害は体罰に該当する。しかし，児童生徒から教員等に

対する暴力行為に対して，教員が防衛のためにやむ

を得ずした有形力の行使は正当防衛として正当な行

為とされ体罰に該当しない。 

Ｂ：体罰に該当する。この教師Ｂの行為は身体に対す

る侵害を内容とするもので，体罰に該当する。 

Ｃ：体罰に該当しない。正当な理由で学校当番を多く

割り当てることは，通常許される懲戒権行使の範囲

内と判断される行為なので，体罰に該当しない。 

Ｄ：体罰に該当する。正当な理由があって放課後等に

児童生徒を残留させる行為は通常許される懲戒権行

使の範囲内と判断されることが多い。しかし，肉体的

苦痛を伴う場合は許されない懲戒権の行使であり，

体罰に該当する。 

Ｅ：体罰に該当しない。正当な理由があって教室内で

短時分起立させる行為は通常許される懲戒権行使の

範囲内と判断される行為なので，体罰に該当しない。 

 

１１ 解答 ４ 

【解説】１：学齢児童生徒は罰として教室外に出して，

授業を受けさせず放置することは短時間であっても

認められない。２：平手打ちでも体罰である。学校教

育法１１条で体罰は禁止されている。３：用便に行き

たいと訴えた児童生徒に許可しないのは肉体的な苦



痛を与えるので体罰に該当すると解されている。４：

妥当である。罰として教室外に出す場合は，当該授業

の間，その児童生徒に指導が行われる形であれば，肢

１とは異なり，認められる措置である。また，本選択

肢のように，授業妨害の場合は，他の児童生徒の学習

する権利を守るため，やむを得ず，その元凶となって

いる児童生徒を教室外に出すことは，同時に別の指

導が行われない場合も緊急避難として認められる。

５：自白の強要は認められない。 

 

１２ 解答 ３ 

【解説】１：学校におけるいじめ対応の起点となるの

は，学校いじめ対策組織である（法２２条）。２：い

じめの禁止は法４条で示されている。３：正しい。後

半の地方公共団体の長（首長）への報告については法

３０条で規定している。４：情報提供についても法２

８条で規定。５：地方いじめ防止基本方針の策定は努

力義務である。 

 

１３ 解答 ５ 

【解説】１：任命権者の許可（県費負担教職員の場合

は市町村教育委員会）のもと，証人・鑑定人として職

務上知り得た秘密にかかる事項を述べることは認め

られる。守秘義務についての規定は地方公務員法３

４条である。２：公務員を退職後も継続するのは秘密

を守る義務である。３：正しくは「政治的行為の禁止」

ではなく，「政治的行為の制限」である。また，地方

公務員の場合は，勤務する地域外での政治活動は規

制されない。４：法令で規定されている「上司」は校

長を指しており，学年主任は含まれない。 

 

１４ 解答 ５ 

【解説】１：違反する。教師Ａの行為は窃盗罪（刑法

２３５条）あるいは占有離脱物横領罪（刑法２５４条）

が成立する余地がある。そこで，信用失墜行為の禁止

を規定する地方公務員法第３３条に違反する。２：違

反する。教師Ｂの行為は職務専念義務を定める地方

公務員法第３５条に違反する。３：違反する。妻名義

で経営する喫茶店であっても，勤務時間終了後深夜

までその業務を手伝うことは実質的に共同経営をし

ているものとみなされる。よって，任命権者の許可な

くその業務を手伝うことは営利企業等の従事を制限

する地方公務員法第３８条第１項に違反する。４：違

反する。秘密を守る義務はその職を退いた後も負う

ことになる（地方公務員法第３４条第１項）。よって，

定年退職後であっても知人に本選択肢にあるような

ことを話すことは地方公務員法第３４条第１項に違

反する。５：違反しない。休日に実施されているので，

教師Ｅの行為は職務専念義務をさだめた地方公務員

法３５条に違反しない。また，一定の謝礼等を受け取

っているが，社会通念上許容される範囲内と 解さ

れるので，収賄罪等にも該当せず，信用失墜行為の禁

止を定めた地方公務員法３３条にも違反しない。 

 

 

 


